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１．計画の目的 

この計画は、男女の性別にとらわれることなく、それぞれの個性や能力を大切にしながら、

家庭・地域・職場などで男女が共に支えあい、それぞれの能力が発揮できる、男女共同参画社

会の実現のため実効性のある施策の推進を図っていくことを目的としています。 

 

２．計画の性格 

この計画は、平成11年に制定された「男女共同参画社会基本法」の趣旨を尊重し、佐井村が

男女共同参画を推進するための計画であり、策定にあたっては、県の「新あおもり男女共同参

画プラン２１」を勘案し、「「みんなが“愛と誇り”を実感できるむら」～日本で最も小さくか

わいい漁村の挑戦～」をテーマに掲げる「佐井村第５次長期総合計画」との整合性を図りなが

ら、男女共同参画社会の形成に関して総合的かつ計画的に講ずべき施策について体系化し、今

後の方向性を定めていくものです。 

また、女性活躍推進法に基づく推進計画として、女性の職業生活における活躍を推進してい

くものです。 

 

３．計画の期間 

この計画の期間は、２０２１年度から２０３０年度までの１０年間とします。また、計画の期

間中であっても国内外の状況や社会情勢の変化などを考慮し、必要に応じて見直しを行います。 
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４．基本目標及び重点目標 

■基本目標Ⅰ 男女共同参画社会に向けた意識づくり 

一人ひとりの人権が尊重され、男女が対等なパートナーとして、自らの意志により社会のあ

らゆる分野に参画し、ともに責任を担う男女共同参画社会の実現が求められています。 

しかし、性別による固定的な役割分担に基づく意識が依然として残っており、リーダーや役

員等の役割には男性が、家事・育児・介護などの家庭生活や地域活動等の役割には女性が中心

となって担っている現状が多く見られ、そのほかにも無意識の思い込み（アンコンシャス・バ

イアス）の存在により、無意識のうちに性別による差別・区別が生じることがあります。 

そのため、家庭や地域などのあらゆる分野で、また、子どもから高齢者までのあらゆる世代

で、『性別にとらわれない一人ひとりの個性を尊重する』意識づくりを行うことが重要です。

また、学校教育・社会教育において、基本的人権を尊重する教育、男女平等の教育を推進し、

男女が対等な立場であらゆる分野に参画するための意識づくりを目指します。 

 

重点目標① 男女共同参画の視点に立った意識改革 

男女共同参画に関する啓発事業や村民が学習できる機会の提供を通して、家庭や地域などあ

らゆる分野における男女共同参画の意識の向上を図るとともに、男女共同参画に関する広報・

啓発に積極的に取り組み、意識の向上を図ることが必要です。 

○施策 

・男女共同参画の視点に沿った男女の役割分担、慣行・習慣の見直し 

・村民の男女共同参画に関する正しい理解の促進 

 

重点目標② 男女共同参画を推進する教育・学習の充実 

地域の中で幅広い層に向けて実施する学習の機会に、男女共同参画に関する教育・学習の機

会や情報を提供することが必要です。 

○施策 

・男女共同参画を推進する教育の充実 

・国際的な男女共同参画に関する理解の促進 
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■基本目標Ⅱ 男女がともに参画する地域づくり 

（※女性活躍推進法に基づく推進計画関係） 

わが国の社会情勢は、少子高齢化、高度情報化、地方分権など大きな転換期を迎えており、

むらづくりにおいてもこれらを踏まえた新たな視点での取り組みが必要となっています。 

安全で快適な地域社会を築いていくためには、さまざまな世代の男女が共にそれぞれの視点

から参画し、価値観を反映させていくことが不可欠です。 

このような状況を踏まえ、いまだに根強く残る固定的な性別による役割分担の意識を見直

し、政治や経済の分野だけでなく日常生活などのあらゆる分野において、政策や方針を決定す

る過程への女性の参画を推進し、男女が共に参画する地域づくりを目指します。 

 

重点目標③ 地域における男女共同参画の推進 

地域活動などにおいて、男女が共に参画できる環境を作るとともに、女性リーダーの育成な

どの支援が必要です。 

○施策 

・男女共同参画による地域活動の促進 

・女性の社会参加のための人材育成支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点目標④ 施策・方針決定の場への女性の参画推進 

あらゆる分野において、女性が積極的に自らの意志で政策・方針決定過程へ参画していける

よう促す取り組みが必要です。 

○施策 

・各種審議会等委員への女性の登用の増加 

○成果指標 

・女性委員が登用されていない組織数ゼロ 

・各種審議会等委員に占める女性の割合２０．０％ 
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■基本目標Ⅲ 男女がともに能力を発揮できる社会づくり 

（※女性活躍推進法に基づく推進計画関係） 

女性にとっての職業生活の持続は、出産や育児を理由としてやむを得ず中断せざるを得ない

機会が多く、加えて家庭内における家事・育児・介護の問題が負担となり、就業の断念につな

がっている状況があります。 

女性が働くにあたって、その能力を高め、十分に能力を発揮できる環境をつくることは、女

性だけではなく活力ある社会を形成するためにもきわめて重要な課題です。 

このような課題を克服するため、性別に関わりなく、個人の能力に基づいた雇用環境と、働

く女性が子どもを産み育てることができる環境の整備を進め、男女が共に職業生活と家庭生活

の両立ができる「ワーク・ライフ・バランス」という考え方を行政はもとより、企業などにも

働きかけ、男女が共に能力を発揮できる社会づくりを目指します。 

 

重点目標⑤ 職場における男女の均等な機会と待遇の確保 

事業者に対して、性別に関わりなく、個人の能力に基づいた雇用環境の整備を推進するよう

働きかけることが必要です。 

○施策 

・行政、各事業所、団体などにおける女性の登用と職域の拡大 

・安心して出産し、育児のできる職場環境整備の推進 

 

重点目標⑥ 職場と家庭・地域生活の両立支援 

男女が共に職業生活や地域生活、家庭生活を両立でき、安心して子どもを産み育てることの

できる職場環境の整備が必要です。 

○施策 

・育児休業や介護休暇制度の周知 

・高齢者介護体制の充実 

・女性の多様な生き方への理解促進 

○成果指標 

・制度が利用可能な男性の配偶者出産休暇、育児参加休暇及び育児休暇の取得率５０．０％ 

 

重点目標⑦ 生涯にわたる心身の健康支援 

男女がおかれた社会的背景の違いなどにより、それぞれに特有の病気があることから、性と

生殖に関する健康と権利についての考えを定着させるとともに、生涯の各時期に応じた健康の

保持・増進を推進するための支援が必要です。 

○施策 

・心の健康問題への対策 

・生涯の各時期に応じた健康教育の推進 

○成果指標 

・子宮頸がん検診、乳がん検診の受診率５０．０％ 
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■基本目標Ⅳ 男女がともに人権を尊重する社会づくり 

性犯罪・性暴力や、ドメスティックバイオレンス（DV:配偶者・パートナーからの暴力）、

セクシュアル・ハラスメントが大きな社会問題となっており、世界的にもＳＮＳを中心に性被

害の経験を告発する大規模な社会運動が起こるなど、暴力問題の根絶を求める声も高まってい

ます。 

また、暴力の被害者は、その後も長期にわたる心身の不調から就労が困難となったり、離婚

後に経済的な苦境に陥ったりするなど、貧困等生活上の困難と暴力被害が複合的に発生してい

る場合もあります。 

こうした状況を踏まえ、この基本目標では「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関

する法律」に基づく計画として位置づけ、性別に起因する暴力の多様な被害者に対する必要な

支援の充実を図り、暴力の根絶に向けた社会づくりを目指します。 

 

重点目標⑧ 性別によるあらゆる人権侵害の根絶 

DVやセクシュアル・ハラスメントなどを未然に防ぐための方策や被害者の支援体制の確立

など、人権侵害の根絶に向けた総合的な施策が求められます。 

○施策 

・DV防止に向けた啓発の促進 

・DV被害者への支援 

・セクシュアル・ハラスメントの防止に向けた取り組みの推進 

 

重点目標⑨ サポート体制の充実 

関係機関とより充実した連携体制を確保し、安心して相談できる体制を確立する必要があり

ます。また、サポート体制についても広く周知し、被害者が何らかの相談を行うよう促す必要

があります。 

○施策 

・関係機関と連携体制の構築 

・相談体制の充実 

・支援体制の周知 
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